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今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

令和７年１月10日（金）まで

本年最初の給与支給日の
前日まで

令和７年1月31日（金）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和６年12月分）

②　給与所得者の扶養控除等申告書の提出

③　支払調書の提出、源泉徴収票の交付
④　給与支給報告書の市町村長への提出
⑤　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和６年11月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

⑥　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和６年１０月期）
２カ月延長法人（令和６年９月期）
⑦　消費税確定申告（１カ月ごと）（11月期）
⑧　消費税確定申告（３カ月ごと）（２月、５月、８月、11月期）
⑨　法人の中間申告（半期・５月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑩　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（11月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　３カ月ごと（２月、5月、８月期）

⑪　固定資産税の償却資産に関する申告

①　源泉所得税には復興特別所得税の
額を含む。

⑤～⑩　法人の事業年度（課税期間）の
終了日は各月末日とする。

⑦、⑧　消費税課税期間の短縮特例は
適用後２年間継続が要件である。

Ｇ
Ｍ
課
税
に
伴
う
会
社
計
算
規
則
改
正

案
、公
表
─
法
務
省

法
　
　
務

去
る
２
０
２
４
年
12
月
６
日
、
法

務
省
は
、「
会
社
計
算
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
案
」を
公
表
し
た
。

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
２
０
２
４
年
3
月
22

日
に
公
表
し
て
い
た
実
務
対
応
報
告

46
号
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
課

税
制
度
に
係
る
法
人
税
等
の
会
計
処

理
及
び
開
示
に
関
す
る
取
扱
い
」
等

を
受
け
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

改
正
案
の
概
要

⑴　
国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法

人
税
等
が
あ
る
場
合
の
損
益
計
算

書
の
表
示

国
際
最
低
課
税
額
（
法
人
税
法
82

条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
際
最

低
課
税
額
を
い
う
）
に
対
す
る
法
人

税
そ
の
他
の
当
該
国
際
最
低
課
税
額

に
関
連
す
る
金
額
を
課
税
標
準
と
し

て
課
さ
れ
る
租
税
（
以
下
、「
国
際

最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
等
」

と
い
う
）
の
金
額
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
損
益
計
算
書
に
つ
い
て
、
会
社

計
算
規
則
93
条
１
項
に
基
づ
い
て
国

際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
等

の
金
額
を
そ
の
他
の
法
人
税
等
の
金

額
に
含
め
て
表
示
す
る
こ
と
に
加
え

て
、
国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法

人
税
等
の
金
額
を
そ
の
他
の
法
人
税

等
の
金
額
と
区
分
し
て
表
示
す
る
こ

と
を
許
容
す
る
規
定
を
加
え
る
（
会

計
規
93
②
）。

⑵　
注
記
表

国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人

税
等
の
金
額
を
そ
の
他
の
法
人
税
等

の
金
額
に
含
め
て
表
示
す
る
場
合
に

お
け
る
注
記
表
に
つ
い
て
、
注
記
表

に
区
分
し
て
表
示
す
べ
き
項
目
と
し

て
国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人

税
等
に
関
す
る
注
記
を
加
え
（
会
計

規
98
①
十
八
の
三
）、
そ
の
注
記
の

内
容
と
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
規
定

を
加
え
る
（
会
計
規
115
の
３
）。

⑶　
そ
の
他

収
益
認
識
に
関
す
る
注
記
事
項
の

一
部
を
省
略
す
る
こ
と
の
で
き
る
株

式
会
社
（
会
社
法
444
条
３
項
に
規
定

す
る
株
式
会
社
以
外
の
株
式
会
社
）

に
持
分
会
社
も
加
え
る
た
め
に
、
所

要
の
整
備
を
行
う
（
会
計
規
115
の

２
）。

適
用
関
係
等

公
布
日
か
ら
施
行
し
、
２
０
２
４

年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年

度
に
係
る
計
算
書
類
お
よ
び
連
結
計

算
書
類
に
つ
い
て
適
用
す
る
予
定
。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
２
０
２
５
年
１

月
17
日
。

後
発
事
象
に
関
す
る
会
計
基
準
の
開

発
、検
討
開
始
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
２
０
２
４
年
12
月
３
日
、
企

業
会
計
基
準
委
員
会
は
、
第
５
３
７

回
企
業
会
計
基
準
委
員
会
を
開
催
し

た
。主

な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

企
業
会
計
基
準
諮
問
会
議
か
ら
の

報
告第

52
回
企
業
会
計
基
準
諮
問
会

議
（
２
０
２
４
年
12
月
20
日
号
（
№

１
７
３
０
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
お
け
る
審
議
内
容
に
つ
い
て

同
議
長
か
ら
報
告
が
さ
れ
た
。

新
規
テ
ー
マ
と
し
て
、
譲
受
人
が

特
別
目
的
会
社
で
あ
る
場
合
の
金
融

資
産
の
消
滅
範
囲
の
明
確
化
が
提
案

さ
れ
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
に
提
言
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
旨
が
報
告
さ
れ
た
。

金
融
資
産
の
減
損

第
２
２
９
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
４
年
12
月
20
日
号
（
№

１
７
３
０
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
金
融
資
産
の
減
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会
計・監
査・開
示

〝
来
し
方
行
く
末
〟

上
場
企
業
に
対
す
る
規
制
等
②
―
12

～
金
融
商
品
取
引
法（
不
公
正
取
引
規
制
⑵
）～

公
認
会
計
士 

市
川　

育
義

今
回
は
前
回
の
続
き
で
、
金
商
法
に

お
け
る
不
公
正
取
引
規
制
の
う
ち
、
イ

ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
を
説
明
す
る
。

上
場
会
社
の
役
職
員
等
の
会
社
関

係
者
は
、
投
資
家
の
投
資
判
断
に
影

響
を
及
ぼ
す
情
報
に
囲
ま
れ
な
が
ら

日
々
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
未
公
表
の
内
部
情
報
（
た
と
え

ば
、
業
績
修
正
情
報
、
公
開
買
付
情

報
）
を
入
手
し
た
場
合
に
、
仮
に
こ

れ
を
利
用
で
き
る
と
す
る
と
、
一
般

の
投
資
家
よ
り
も
有
利
な
立
場
で
自

社
株
等
の
売
買
を
行
う
こ
と
が
可
能

と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
の
投
資
家

か
ら
す
れ
ば
、
未
公
表
の
内
部
情
報

を
利
用
す
る
自
社
株
等
の
売
買
取
引

（
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
）
は
、
公
平

性
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
横
行
す
れ

ば
、
対
象
企
業
等
に
対
す
る
不
信
感

が
生
じ
、
ひ
い
て
は
、
資
本
市
場
全

体
に
対
す
る
信
頼
性
を
揺
る
が
す
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。

こ
の
た
め
、
金
融
商
品
取
引
法
に

お
い
て
は
、
資
本
市
場
の
公
正
性
・

信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
イ
ン

サ
イ
ダ
ー
取
引
を
禁
止
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制
の
概
要

は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、

以
下
の
説
明
は
、
基
本
的
に
証
券
取

引
等
監
視
委
員
会
の
Ｈ
Ｐ
内
の
「
不
公

正
取
引
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
い
る
。

①　
会
社
関
係
者
な
ど
の
イ
ン
サ
イ

ダ
ー
取
引
規
制

「
会
社
関
係
者
」
ま
た
は
「
第
一
次

情
報
受
領
者
」
が
重
要
事
実
を
知
り

な
が
ら
、
そ
の
公
表
前
に
、
当
該
上

場
会
社
等
の
株
式
等
の
売
買
等
を
行

う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

重
要
事
実
と
は
、
上
場
会
社
の
運

営
、
業
務
ま
た
は
財
産
に
関
す
る
重

要
な
事
実
で
あ
っ
て
、
投
資
者
の
投

資
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
（
株

式
の
募
集
、
業
務
上
の
提
携
、
合
併
、

業
績
修
正
等
）
で
あ
る
。

上
場
会
社
が
証
券
取
引
所
等
に
対

し
て
Ｔ
Ｄｎｅ
ｔ
を
通
じ
て
情
報
を
通

知
す
る
と
、
当
該
情
報
が
、
証
券
取

引
所
等
が
共
同
で
運
営
す
る
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
「
適
時
開
示
情
報
閲
覧
サ
ー

ビ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
れ
ば
、
即
時
に

公
表
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
株
式
等

の
売
買
が
可
能
（
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る

ス
ク
ー
プ
報
道
は
公
表
に
当
た
ら
ず
）

と
な
る
。

②　
公
開
買
付
者
等
関
係
者
な
ど
の

イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
規
制

「
公
開
買
付
者
等
関
係
者
」
ま
た
は

「
第
一
次
情
報
受
領
者
」
が
公
開
買

付
け
等
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
、
そ

の
公
表
前
に
、
当
該
上
場
会
社
等
の

株
式
等
の
買
付
け
等
（
対
象
が
「
公

開
買
付
け
等
の
実
施
に
関
す
る
事
実
」

の
場
合
）
ま
た
は
売
付
け
等
（
対
象
が

「
公
開
買
付
け
等
の
中
止
に
関
す
る

事
実
」
の
場
合
）
を
行
う
こ
と
を
禁

止
し
て
い
る
。

最
近
発
覚
し
た
金
融
庁
に
出
向
中

の
裁
判
官
や
東
証
の
職
員
に
よ
る
違

反
事
例
に
つ
い
て
は
制
度
の
根
幹
を
揺

る
が
す
事
件
で
あ
り
、
今
後
の
規
制

当
局
等
の
対
応
が
注
目
さ
れ
る
。

③　
２
０
１
４
年
４
月
施
行
の
情
報

伝
達・取
引
推
奨
規
制

未
公
表
の
重
要
事
実
や
公
開
買
付

け
等
事
実
を
知
っ
て
い
る
関
係
者
が
、

他
人
に
対
し
、
公
表
前
に
売
買
等
を

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
他
人
に
利

益
を
得
さ
せ
、
ま
た
は
当
該
他
人
の

損
失
の
発
生
を
回
避
さ
せ
る
目
的
を

も
っ
て
、
情
報
伝
達
ま
た
は
取
引
推

奨
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

こ
の
規
制
は
、
問
題
と
な
る
対
象

株
式
等
の
売
買
取
引
を
対
象
と
す
る

も
の
で
は
な
く
、
そ
の
誘
因
と
な
る

未
公
表
の
重
要
事
実
を
伝
え
た
り
、

そ
の
会
社
の
株
式
売
買
を
勧
め
た
り

す
る
と
い
っ
た
情
報
伝
達
・
取
引
推
奨

行
為
を
対
象
と
し
て
い
る
。

取
引
推
奨
規
制
に
つ
い
て
は
、
各

社
と
も
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
防
止
規

程
等
の
社
内
規
程
に
反
映
さ
れ
て
い

る
か
、
研
修
等
の
周
知
徹
底
が
十
分

か
、
今
一
度
確
認
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

損
に
関
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金

融
商
品
」
の
減
損
の
定
め
の
新
た
に

開
発
す
る
適
用
指
針
へ
の
取
入
れ
方

に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

今
回
は
そ
の
う
ち
Ｂ
５
・
５
・
１
項

か
ら
Ｂ
５
・
５
・
27
項
ま
で
に
つ
い

て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
重
要
な
定
め
を

新
適
用
指
針
に
取
り
入
れ
、
解
説
的

な
内
容
や
例
示
で
あ
る
部
分
は
取
り

入
れ
な
い
形
で
峻
別
す
る
事
務
局
案

が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、Ｂ
５
・
５
・
12
項
か
ら
Ｂ
５
・

５
・
15
項
の
定
め
（
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｒ
が
生

じ
た
か
の
評
価
お
よ
び
予
想
信
用
損

失
の
測
定
の
際
に
信
用
損
失
率
ア
プ

ロ
ー
チ
な
ど
を
使
用
す
る
際
に
考
慮

す
べ
き
事
項
等
）
に
つ
い
て
、
信
用

損
失
率
ア
プ
ロ
ー
チ
等
に
関
す
る
取

扱
い
へ
の
対
応
案
と
し
て
、
次
の
２

案
が
示
さ
れ
た
。

案
１
：
特
定
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い

て
言
及
し
な
い
。

案
２
：
Ｂ
５・５
・
12
項
に
お
け
る
信

用
損
失
率
ア
プ
ロ
ー
チ
等
に
関
す

る
記
載
に
つ
い
て
取
り
入
れ
る
。

委
員
か
ら
は
「
ス
テ
ッ
プ
４
採
用

の
金
融
機
関
に
も
有
用
」
な
ど
、
案

２
へ
の
賛
成
意
見
が
多
く
聞
か
れ
た
。

Ｖ
Ｃ
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
持
分

上
場
企
業
等
が
保
有
す
る
ベ
ン

チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
Ｖ
Ｃ
）
フ
ァ

ン
ド
の
出
資
持
分
に
係
る
会
計
上
の

取
扱
い
に
関
す
る
移
管
指
針
公
開
草

案
15
号（
移
管
指
針
９
号
の
改
正
案
）

「
金
融
商
品
会
計
に
関
す
る
実
務
指

針
（
案
）」
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン

ト
の
紹
介
が
行
わ
れ
た
。

四
半
期
報
告
書
制
度
の
見
直
し
へ

の
対
応 

第
５
３
５
回
親
委
員
会（
２
０
２
４

年
11
月
20
日
号
（
№
１
７
２
７
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
で
検
討
が

開
始
さ
れ
た
中
間
会
計
基
準
等
と
四

半
期
会
計
基
準
等
を
統
合
し
た
（
仮

称
）
期
中
会
計
基
準
等
の
開
発
に
つ

い
て
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

事
務
局
よ
り
、
中
間
会
計
基
準
等

と
四
半
期
会
計
基
準
等
の
定
め
を
基

本
的
に
引
き
継
ぎ
、
章
立
て
を
次
の

と
お
り
変
更
す
る
案
が
示
さ
れ
た
。

⑴　
中
間
財
務
諸
表
お
よ
び
四
半
期

財
務
諸
表
に
共
通
の
取
扱
い
と
、

四
半
期
財
務
諸
表
の
み
に
適
用
さ

れ
る
取
扱
い
を
区
分
し
、
独
立
し

た
章
と
す
る
。

⑵　
期
中
連
結
財
務
諸
表
と
期
中
個

別
財
務
諸
表
で
重
複
す
る
定
め
は

共
通
の
取
扱
い
と
し
て
定
め
、
期

中
連
結
ま
た
は
期
中
個
別
財
務
諸

表
に
固
有
の
一
部
の
取
扱
い
と
区

分
し
た
章
立
て
と
す
る
。

委
員
か
ら
賛
成
意
見
が
聞
か
れ
た
。

後
発
事
象
に
関
す
る
会
計
基
準

第
５
３
１
回
親
委
員
会（
２
０
２
４
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貴社の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）●貴社の景況
令和６年10～12月期の「貴社の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業は5.7％
ポイントとなり、令和６年４～６月期以降３期連続の「上昇」超となっています。続い
て、中堅企業も「上昇」超、中小企業は「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業は「上昇」超で推移する見通しとなり、
中小企業は「下降」超で推移する見通しとなっています。
●国内の景況
令和６年10～12月期の「国内の景況判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業は4.2％
ポイントとなり、令和５年４～６月期以降７期連続の「上昇」超、中堅企業は「上昇」超、
中小企業は「下降」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業は「上昇」超で推移する見通しとなっています。中
堅企業は令和７年１～３月期に「下降」超に転じるものの、令和７年４～６月期には「上
昇」超となる見通しとなっています。中小企業は「下降」超で推移する見通しとなっ
ています。
令和６年12月末時点の「従業員数判断」ＢＳＩを全産業でみると、大企業は27.4％ポ
イントとなり、平成23年９月末以降54期連続の「不足気味」超となり、中堅企業、中
小企業はいずれも「不足気味」超となっています。
先行きを全産業でみると、大企業、中堅企業、中小企業いずれも「不足気味」超で推
移する見通しとなっています。
令和６年度は、2.7％の増収見込みとなっています。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増収見込みとなっています。
令和６年度は、2.0％の増益見込みとなっています。
業種別にみると、製造業は減益見込み、非製造業は増益見込みとなっています。
令和６年度は、10.3％の増加見込みとなっています。
業種別にみると、製造業、非製造業ともに増加見込みとなっています。

令和６年10ー12月期調査

対象企業数
回答企業数
回　収　率

法人企業景気予測調査
（内閣府・財務省）

法人企業景気予測調査は、わが国の経済活動の主要部分を占める企業活動を把握することにより、経済の現状
および今後の見通しに関する基礎資料を得ることを目的として四半期ごとに調査しています。なお、資本金、
出資金または基金（以下、「資本金」といいます）1千万円以上の法人（ただし、電気・ガス・水道業および金融業、
保険業は資本金1億円以上）を対象としています。以下は、令和６年10－12月期調査結果の概要です。

（注）本調査において大企業とは資本金10億円以上の企業を、中堅企業とは資本金1億円以上10億円未満
の企業を、中小企業とは資本金1千万円以上1億円未満の企業をいいます。

景　　況

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

令和７年４～６月
見通し

令和６年７～９月
前回調査

国内の景況判断BSI（「上昇」－「下降」社数構成比） （単位：％ポイント）

大
企
業
中
堅
企
業
中
小
企
業

全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業
全産業 
　製造業
　非製造業

令和６年10～12月
現状判断

令和７年４～６月
見通し

令和６年７～９月
前回調査

令和６年10～12月
現状判断

令和７年１～３月
見通し

令和７年１～３月
見通し

   2.6 
   2.9 
   2.5 
   3.3 
   5.3 
   2.7 
▲3.8 
▲5.2 
▲3.6 

   3.3 
   2.5 
   3.7 
   1.7 
   1.0 
   1.8 
▲9.1 
▲9.7 
▲9.0 

      5.7 
   6.3 
   5.4 
   3.8 
▲1.5 
   5.3 
▲4.7 
▲12.4 
▲3.2 

   4.2 
   2.0 
   5.3 
   1.4 
▲3.8 
   2.8 
▲11.7 
▲20.9 
▲10.0 

   5.1
   4.5
   5.4
   2.4
   0.7
   2.9
▲7.6
▲16.9
▲5.9

   5.5
   3.4
   6.5
   2.2
   1.9
   2.3
▲13.5
▲23.2
▲11.7

   3.9
   2.1
   4.7
   3.7
▲1.7
   5.2
▲ 6.1
▲11.3
▲5.1

   2.3 
   1.1 
   2.9 
▲0.6 
▲3.2 
   0.1 
▲14.0 
▲17.9 
▲13.3 

14,353社
11,191社
　 78.0％

設備投資

雇　　用

売 上  高

経常利益

年
９
月
10
日
号
（
№
１
７
２
０
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
で
開
発
す

る
こ
と
が
決
定
し
て
い
た
後
発
事
象

に
関
す
る
会
計
基
準
に
つ
い
て
、
審

議
が
行
わ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

範
囲
に
つ
い
て
、
後
発
事
象
に
関
す

る
会
計
基
準
の
開
発
は
、
監
基
報
560

実
務
指
針
１
号
「
後
発
事
象
に
関
す

る
監
査
上
の
取
扱
い
」（
以
下
、「
監

基
報
560
実
１
」
と
い
う
）
を
移
管
し
、

後
発
事
象
の
定
義
、
会
計
処
理
お
よ

び
開
示
等
を
取
り
扱
う
包
括
的
な
会

計
基
準
を
設
定
す
る
こ
と
を
優
先
的

な
課
題
と
し
、
次
の
２
つ
の
フ
ェ
ー

ズ
の
う
ち
、
ま
ず
は
フ
ェ
ー
ズ
１
の

み
を
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
範
囲
と
す

る
案
が
示
さ
れ
た
。

フ
ェ
ー
ズ
１
：
監
基
報
560
実
１
で
定

め
て
い
る
内
容
の
う
ち
会
計
に
関

す
る
定
め
の
内
容
を
基
本
的
に
は

そ
の
ま
ま
移
管
し
、
新
た
な
会
計

基
準
を
公
表
す
る
。

フ
ェ
ー
ズ
２
：
監
基
報
560
実
１
の
定

め
の
う
ち
、
国
際
的
な
会
計
基
準

と
の
基
準
差
異
の
内
容
を
見
直
す

か
ど
う
か
等
に
つ
い
て
は
、
コ
ン

セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
状
況
で
あ

れ
ば
別
途
検
討
を
実
施
す
る
。

委
員
か
ら
は
賛
意
が
聞
か
れ
た
。

景
況
感
と
設
備
投
資
が
示
す
日
銀
の
金

融
政
策
の
行
方

金
　
　
融

内
閣
府
と
財
務
省
は
12
月
11
日
、

法
人
企
業
景
気
予
測
調
査
（
令
和
６

年
10
～
12
月
期
調
査
）を
公
表
し
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
大
企
業
の
全
産
業

で
み
た
自
社
の
景
況
判
断
は
、
プ
ラ

ス
５
・
７
％
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
。
今

後
四
半
期
ご
と
の
見
通
し
で
は
、３
・

９
％
ポ
イ
ン
ト
、
２
・
６
％
ポ
イ
ン

ト
と
悪
化
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
同

じ
方
法
で
の
国
内
の
景
況
判
断
は
、

現
状
が
４
・
２
％
ポ
イ
ン
ト
、
四
半

期
ご
と
に
、２
・
３
％
ポ
イ
ン
ト
、３
・

３
％
ポ
イ
ン
ト
と
や
や
低
下
傾
向
、

雇
用
は「
不
足
気
味
」―「
過
剰
気
味
」

の
社
数
構
成
比
が
現
状
は
27
・
４
％

と
、
先
々
の
不
足
拡
大
を
見
込
む
も

の
だ
っ
た
。

今
回
公
表
さ
れ
た
景
況
感
や
設
備

投
資
、
雇
用
動
向
は
、
日
銀
が
金
融

政
策
を
検
討
す
る
際
の
重
要
な
指
標

と
な
る
。
ま
ず
、
景
況
感
の
改
善
が

経
済
の
底
堅
さ
を
示
し
て
い
る
点

だ
。
特
に
非
製
造
業
で
は
、
情
報
通

信
業
が
プ
ラ
ス
13
・
１
％
、
サ
ー
ビ

ス
業
が
プ
ラ
ス
６
・
６
％
と
大
き
く

寄
与
し
て
お
り
、
消
費
需
要
の
回
復

が
背
景
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
回
復

基
調
は
、
日
銀
の
利
上
げ
に
対
し
て

は
支
援
材
料
と
な
る
。
次
に
、
設
備

投
資
の
堅
調
さ
も
注
目
さ
れ
る
。
全

産
業
の
設
備
投
資
額
は
前
年
比
10
・

３
％
増
が
見
込
ま
れ
、
製
造
業
、
非

製
造
業
と
も
に
堅
調
だ
。
こ
の
投
資

活
動
は
将
来
の
成
長
期
待
を
示
す
も

の
で
、
需
要
の
拡
大
を
通
じ
て
イ
ン

フ
レ
圧
力
を
高
め
る
可
能
性
が
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
社
の
業
況
に

は
悲
観
的
な
見
方
も
あ
る
も
の
の
、

日
本
経
済
全
体
に
つ
い
て
は
楽
観
的

な
見
方
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
デ
ー
タ
だ
け
を
考
え
る
と
、

２
０
２
５
年
末
ま
で
の
政
策
金
利
は

最
大
で
２
回
の
利
上
げ
が
あ
っ
て
も

お
か
し
く
な
い
状
況
だ
。
す
な
わ
ち

０
・
７
５
％
ま
で
の
上
昇
も
見
込
め

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
突
発
的
な

マ
イ
ナ
ス
要
因
が
な
け
れ
ば
の
想
定

に
な
る
。ま
た
今
回
の
デ
ー
タ
で
は
、

自
社
の
業
績
に
悲
観
的
と
は
い
っ
て

も
、
こ
れ
は
大
企
業
で
の
話
だ
。
中

小
企
業
で
は
も
と
も
と
自
社
の
景
況

判
断
は
マ
イ
ナ
ス
が
続
き
、
こ
の
格

差
が
今
後
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

す
の
か
懸
念
材
料
は
残
る
。

日
銀
は
、
景
況
感
の
改
善
、
設
備

投
資
の
堅
調
さ
、
労
働
市
場
の
逼
迫

を
背
景
に
、
金
融
政
策
の
正
常
化
を

進
め
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2024年
12月5日

記述情報の開示の好
事例集2024（第２弾） 金融庁

2023年1月の改正開示府令において新設された有価証券報告書の記載項目（サステナ
ビリティに関する考え方及び取組）の「気候変動関連等」に関して、参考となる開示例を
取りまとめて、11月８日に公表した第１弾に追加したもの。投資家・アナリスト・有
識者が期待する主な開示のポイントとして、サステナビリティ情報と財務情報とのつ
ながりがある開示の重要性、リスクだけではなく機会について開示することが有用で
あること等が挙げられている。今後、人的資本、多様性および人権、コーポレート・ガバ
ナンス、重要な契約、経営方針、MD&A等のテーマを追加し、更新される予定。
https://www.fsa.go.jp/news/r6/singi/20241205.html

ア
メ
リ
カ
の
影
響
力
が
問
わ
れ
る

２
０
２
５
年

証
　
　
券

ト
ラ
ン
プ
氏
再
登
場
が
決
ま
っ
て

以
来
、
世
界
の
株
式
市
場
は
漂
流
状

態
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
彼
が
ぶ
ち

上
げ
る
想
定
外
の
政
策
を
ど
う
評
価

し
て
よ
い
の
か
戸
惑
う
ば
か
り
で
あ

る
か
ら
だ
。
大
半
の
主
要
国
の
株
価

は
、
同
氏
次
期
政
権
の
政
策
が
自
国

経
済
・
産
業
に
及
ぼ
す
メ
リ
ッ
ト
、

デ
メ
リ
ッ
ト
を
予
想
し
な
が
ら
、
小

幅
な
上
下
動
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
、
米
株
価
は
元
気
で

あ
る
。
こ
れ
は
前
回
の
ト
ラ
ン
プ
政

権
時
に
堅
調
な
経
済
が
実
現
し
、
株

価
も
順
調
な
上
昇
が
続
い
た
こ
と
を

記
憶
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ト
ラ
ン
プ

次
期
政
権
で
も
関
税
引
上
げ
が
ト
ッ

プ
に
出
て
き
て
各
国
市
場
を
悩
ま
し

て
い
る
が
、
法
人
税
減
税
が
今
回
も

掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
回
の
ト
ラ
ン

プ
政
権
時
、
株
価
上
昇
に
一
番
貢
献

し
た
の
は
実
は
法
人
税
減
税
で
あ
っ

た
こ
と
を
ウ
ォ
ー
ル
街
は
よ
く
知
っ

て
い
る
。

こ
の
年
末
、
米
株
価
に
次
い
で
元

気
な
の
は
日
本
株
価
で
あ
る
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
市
場
は
、

日
本
株
価
と
米
株
価
と
の
つ
な
が
り

を
よ
く
理
解
し
て
お
り
、
現
在
は
米

株
価
と
同
じ
方
向
を
い
け
ば
よ
い
と

考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

２
０
２
４
年
は
主
要
国
で
大
き
な

選
挙
や
政
権
交
代
が
行
わ
れ
た
年
で

あ
っ
た
が
、
最
重
要
な
の
は
、
年
間

を
通
し
て
選
挙
運
動
を
繰
り
広
げ
、

世
界
に
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
た
米
大

統
領
選
挙
だ
っ
た
。
加
え
て
米
景
気

は
予
想
以
上
に
底
堅
く
、
ソ
フ
ト
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
に
成
功
し
た
。
年
末
の

株
価
上
昇
率
を
主
要
株
価
指
数
で
み

る
と
、
米
ナ
ス
ダ
ッ
ク
、
米
Ｓ
＆
Ｐ

５
０
０
が
25
％
を
超
え
る
と
い
う
断

ト
ツ
の
成
果
を
収
め
た
。
日
経
平
均

は
約
20
％
で
、
独
Ｄ
Ａ
Ｘ
と
同
水
準

で
あ
っ
た
。
２
０
２
４
年
は
米
株
価

の
独
り
勝
ち
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。

現
在
、
世
界
各
国
が
直
面
す
る
国

民
の
所
得
格
差
拡
大
や
国
家
の
分
裂

傾
向
、
分
断
進
行
な
ど
に
苦
悩
す
る

な
か
で
２
０
２
５
年
の
幕
が
開
く
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
パ
レ
ス
チ
ナ
情
勢
の

経
過
を
み
て
も
、
過
大
な
期
待
は
禁

物
と
思
え
る
。

ま
た
、
新
年
の
不
確
実
性
の
最
た

る
も
の
は
、
ト
ラ
ン
プ
次
期
政
権
が

掲
げ
る
政
策
を
ど
こ
ま
で
実
行
に
移

す
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
米
国
独
り
勝
ち
の
年
が
続

く
か
ど
う
か
が
決
ま
る
だ
ろ
う
。

全社的な内部統制の評価の検討
監査人は、全社的な内部統制を評価するにあたって、
経営者による全社的な内部統制の評価の状況を示した
記録を入手し、整備状況については親会社で検証可能で
あり、運用状況については内部統制の同一性をモニタリ
ングする内部監査が良好に行われていることを前提に、
親会社の本社等で評価の検討を行うことになる。
経営者が、組織内に適切な全社的または業務プロセス

レベルに係る内部統制を構築していれば、経営者による
不当な目的のために内部統制を無視または無効ならしめ
る行為を実行しようとしても、複数の者が当該事実に関
与することから、経営者によるこうした行為の実行は相当
程度、困難なものになり、結果として、経営者自らの行動
にも相応の抑止的な効果をもたらすことが期待できる。
また、経営者以外の内部統制における業務プロセスに責
任を有する者が内部統制を無視または無効ならしめるこ
ともある。

訂正後の財務諸表に対する監査
訂正後の財務諸表に対する監査における重要な虚偽

表示リスクの識別は、実務上は、訂正前の財務諸表に対す
る監査で識別した重要な虚偽表示リスクからの変更の有
無を確認することになるため、訂正事項を把握するととも
に、訂正事項に類似する取引および訂正によって数値が
変更となる結果影響を受ける事項について検討を行う。
訂正が不正を原因とする場合には、経営者による不正

か従業員による不正か検討し、経営者による不正が識別
された場合には、従業員不正に比べてより広範囲に不正
による重要な虚偽表示リスクを識別することになる。
訂正の原因を検討した結果、訂正の原因と関係づけら

れた内部統制については、当該内部統制では、通常、訂正
の原因となった不正または誤謬を発見または防止するこ
とができなかったと判断され、有効に運用されていないと
結論づけられた場合には、内部統制に依拠しないことを
前提として実証手続を立案する。　


